
　

●発注者は、事前登録の確認をする。

◆受注者は、発注者と事前協議を行う。

◆受注者は、電子納品登録に関する質問を技術公社にする。

◆受注者は、成果品を納品する。

（●発注者は、必要に応じて修正を受注者に指示する。）

（◆受注者は、修正箇所を直し再提出する。）

●発注者は、検査合格後にCD（正）を保管する。

　ｅメール

　ｅメール

★技術公社は、よくある質問（FAQ）を公開する。

★技術公社は、質問に回答し、よくある質問(FAQ)を作成す
る。

事前登録報告（様式-3）

⑥事前協議等

　　⑮修正依頼（様式-5）･･･［重大なｴﾗｰ等］

★技術公社は、受付番号を様式-2で受注者に発行するととも
に、事前登録報告を様式-3で発注者行にう。

　⑭ソフトによる形状チェック
　　目視チェック

　成果品〈CD（正）〉保管

◆受注者は、納品前に電子成果品を、国交省ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ等に
より基礎チェックする。

●発注者は、納品された電子成果品を、検査ソフトのチェック
機能を利用してCADチェック等を実施する。

　ｅメール返信

⑯疑問点確認・修正・再提出

⑤事前登録を確認

⑫検査合格後

⑨納品

⑪修正・再提出

⑩チェック結果確認
    検査ソフトによる
    内容チェック

⑦ヘルプデスク（様式自由）

⑧国交省システム等による
   基礎的な形状チェック
   ウィルスチェック

　ｅメールまたは電話で

★技術公社は、成果品〈CD(副)〉より保管管理システムへ登
録する。また、成果品〈CD(副)〉は原本のまま保管する。

（◆受注者は、場合により修正後の成果品〈CD（正）〉を発注
者へ提出する。）

登録完了報告（様式-8）

⑲場合により再納品

◆受注者は、修正依頼内容について疑問点がある場合に
は、技術公社と協議する。

★技術公社は、登録証明書（様式-7）を受注者に発行すると
ともに、登録完了報告を様式-8で発注者に行う。

●発注者は、登録完了の確認と成果品〈CD（正）〉の確定をす
る。

⑬送付・登録依頼（様式-4）

　送付状はHPから取得
CD（副）とあわせて郵送

⑱登録証明書発行（様式-7）

⑰保管管理ｼｽﾃﾑ登録
成果品〈CD（副）〉保管

◆受注者は、検査合格後、成果品〈CD（副）〉と様式-4をあわ
せて郵送する。

★技術公社は、保管管理業務に必要な内容のチェックを実施
する。

★技術公社は、重大なエラー等があった場合は、修正内容を
受注者に依頼するとともに、発注者へも参考送付する。

電子成果品保管管理

★技術公社は、発注者に保管管理データの一覧を公開する。

③振込み・事前登録申請（様式-1）

備　　　　考◆受注者 ★技術公社

④受付番号発行(様式-2)

◆受注者は、登録料金を振り込み様式-1により技術公社に
事前登録をする。

ＦＡＱ公開

活
用
時

登
録
時

　（登録料を積算計上)
①特記仕様書に記載

②契約締結

検索・再活用

　成果品〈CD（正）〉の確定

⑳登録完了の確認

修正内容通知（様式-6）

★技術公社は、様式-1の提出と登録料金の振り込みを確認
する。

　様式はHPから取得
振込日を記載してｅメールで

保管管理システムフロー図

●発注者は、電子納品の対象であることを特記仕様書に明
記する。あわせて、登録料金を積算に計上する。

●発注者


